
 

★この回覧「まちだより」と「広報はこね」は町のホームページにも掲載しています。 

☆箱根町公式 LINE で発行をお知らせしています。友だちの追加で情報を受け取れます。 

★「広報はこね」が届いていない方は、役場、出張所、出先機関などに置いてあります。 

（発行／箱根町役場 〒250-0398 箱根町湯本256番地） 
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マイナンバーカードの交付を推進するため、夜間や休日でなければ窓口に来られな

い方のために、次のとおり窓口を開設しますので、利用してください。  

  既に申請済のカードの受け取りや電子証明書の更新・発行、カードの新規申請がで

きます。新規申請ではオンライン申請サポートも行いますので、写真がなくてもカー

ドが申請でき、カードを郵送で受け取ることも可能です。  

 

開設日時 

1 月 

１０日（水） １７：１５～１９：１５ 

２０日（土） ８：３０～１２：００ 

 

【場  所】 役場本庁舎２階 町民課窓口  

 

【取扱業務】  

（1）マイナンバーカードの申請・受け取り  

（2）電子証明書の更新・発行  など  

 

いずれの手続きも本人確認書類が必要です。  

ご不明な点等につきましては、事前に問い合わせてください。  

 

照会先 町民課窓口係 電話（85）7160 

 

マイナンバーカード専用 

夜間休日窓口開設 

新規申請写真不要！ 郵送受け取り可！ 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 
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郷土資料館体験学習 お正月のお飾り作り 
  

仙石原に伝わる伝統的なお正月のお飾り作りを体験しませんか。 

  午前は、見るからに不思議な形の「玄関飾り」作りです。二つに分かれ前に垂れ 

下がった上部はエビであり、夫婦円満を表します。よく広がった下部は、末広がり、 

という意味です。 

 午後は、「松を使わない門松」作りです。箱根の山間部では、神様が松で目を怪我 

したことから、松を使わなくなったと言われています。 

本格的な郷土のお飾りでお正月を迎えてみてはいかがですか？ 

     

        「玄関飾り」作り                 

   【日 時】12 月 27 日（水）10 時～12 時                           

 【場 所】仙石原公園 

※  雨天時は屋内で行います 

  【講 師】仙石原古式門松保存会 

  【補 助】郷土資料館職員 

  【定 員】10 人（先着順） 

  【参加費】300 円 

  【持ち物】防寒対策と汚れてもよい服装でお越し 

ください。 

 

 

「松を使わない門松」作り 

【日 時】12 月 27 日（水）13 時 30 分～15 時 

 【場 所】仙石原公園 

※  雨天時はピロティーで行います 

 【講 師】仙石原古式門松保存会 

 【定 員】10 人（先着順） 

 【参加費】無料 

 【持ち物】直径３０ｃｍ以上の植木鉢など２個。 

  （完成すると１m 以上になります。 

運搬方法を各自検討しておいてください。） 

＊防寒対策と汚れてもよい服装でお越しください。 

 

【申込方法（共通）】 

  １２月２１日（木）までに、電話で申し込んでください。１家族１組までの制作 

 となります。必ず、コース名（『玄関飾り』、『門松』）を伝えてください。 

 

申込・照会先 教育委員会生涯学習課文化財係 電話（85）7601
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近年、急速に少子高齢化が進み、令和 5 年度は、国の高齢化率が約 29％に対して

本町では 38％を超え、町民の約３人に 1 人が高齢者という状況になっています。  

 高齢者が、健康で元気に生きがいをもって暮らせるように、「第 9 期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画」を策定します。  

この計画は３年ごとに見直すこととなっており、第 9 期計画は、団塊の世代が後期

高齢者になる令和 7 年度（2025 年度）の姿を見据えながら、令和 6 年度から令和 8

年度の計画として、多様な高齢者のニーズに対応できる医療・介護・福祉サービスに

合った目標や内容の見直しを行っています。  

つきましては、この計画への意見を募集します。 

 

【閲覧場所】  

福祉課および出張所窓口  

※ 町ホームページでも閲覧できます。  

【閲覧および意見募集期間】  

12 月 11 日（月）～令和 6 年１月 17 日（水）（土・日・祝日を除く）  

※ 17 時 15 分まで 

【意見の提出方法】  

所定の意見書に必要事項を記入して、福祉課または出張所窓口に持参、または郵

送、ファックス、Ｅメールで提出してください。 

なお、所定の意見書は、町ホームページでダウンロードできるほか、福祉課およ

び出張所窓口で配布しています。  

  【意見を提出できる方】  

町内在住・在勤の方、町内に別荘を有する方、町内で学ぶ方、町内で事業を営む

方、町内で活動する方、本町に納税義務を有する方、パブリックコメント手続きに

係る事案に利害関係を有する方  

【意見募集の結果】  

結果については、町ホームページおよび福祉課窓口で公表します。  

 

提出・照会先 福祉課高齢福祉係・介護保険係  

〒250-0398 箱根町湯本 256 番地  

電話（85）7790  FAX（85）8124 

Ｅメール web_fukushi@town.hakone.kanagawa.jp 

 

 
「第 9 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（素案） 

に対するパブリックコメント実施のお知らせ 
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箱根町地域防災計画に基づき、自然災害対策に取り組んでいますが、令和元年５月活

発化した箱根山噴火警戒レベルの引き上げや本町に甚大な被害をもたらした令和元年台

風第 19 号（東日本台風）の対応および災害対策関連法などの一部改正等に伴い、地域

防災計画について、修正作業を進めているところです。  

ここで、広く町民の皆さんのご意見を取り入れた計画とするため、修正案を公表する

とともに、皆さんからのご意見を募集します。  

  

【修正案の掲載・閲覧場所】  

   総務防災課防災対策室および出張所窓口 

※ 町ホームページでも閲覧できます。  

 【閲覧および意見募集期間】  

12 月 12 日（火）～令和６年１月 12 日（金） 

※ 17 時 15 分まで 

 【意見の提出方法】  

  所定の意見書に必要事項を記入して、総務防災課防災対策室または出張所窓口に

持参、または郵送、ファックス、E メールで提出してください。  

なお、所定の意見書は、町ホームページでダウンロードできるほか、総務防災課

防災対策室および出張所窓口で配布しています。  

 【意見を提出できる方】  

町内在住・在勤の方、町内に別荘を有する方、町内で学ぶ方、町内で事業を営む

方、町内で活動する方、本町に納税義務を有する方、パブリックコメント手続きに

係る事案に利害関係を有する方  

 【意見募集の結果】  

結果については、町ホームページおよび総務防災課防災対策室窓口で公表します。 

 

   提出・照会先 総務防災課（防災対策室） 

          〒250-0398 箱根町湯本 256 番地 

電話（85）9561 FAX（85）7577 

E メール  web_soumubousai@town.hakone.kanagawa.jp 

 

 

 

 町地域防災計画修正案に対する 

パブリックコメント実施のお知らせ 
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初めての方も大歓迎！バドミントンを楽しもう！  

第 42 回新春バドミントン大会 
 

 

 【 日 時 】 令和 6 年 1 月 28 日（日） 

9 時開場 9 時 30 分競技開始予定 

 

 【 会 場 】 星槎レイクアリーナ箱根（箱根町仙石原 161－1）  

 

 【 種 目 】 シングルス戦（男子・女子）  

 

 【参加資格】 町内に在住・在勤・在学（中学生以上）している方  

        箱根町バドミントン協会登録者  

 

 【 参加費 】 1 人 500 円（大会当日徴収）※中学生は無料  

 

【申込期限】 令和 6 年 1 月 19 日（金）まで 

 

 【申込方法】 メール noda_odawara@flute.ocn.ne.jp（野田宛） 

        ※返信メールにより受付完了とします。  

        FAX でも可 0465－35－1950 

        ※申込時に「氏名・性別・連絡先」を記入して下さい。  

 

 【 その他 】 ※万一事故が発生した場合は、主催者が加入している傷害保険の範囲内

および応急処置以外の責任は負いません。  

        ※大会当日、発熱やかぜ症状など、体調不良の方は出場を控えて下さい。 

 

 【 主 催 】 箱根町バドミントン協会  

 

 【 協 賛 】 公益財団法人 箱根町文化・スポーツ財団  

 

 【 問合せ 】 箱根町バドミントン協会  野田 

        090－1555－2898 
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湯本地内の道路舗装工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行います。大変ご迷惑をお掛けしますが、

ご協力をお願いします。  

【 場 所 】 湯本地内（町道湯 71 号線）  

【 期 間 】 1 月上旬 ～ 1 月中旬（8 時～17 時）うち 3 日間程度 

【 交 通 規 制 】 車両全面通行止め（夜間開放）  

※  交通誘導員の指示にご協力ください。  

【 案 内 図 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

照会先 都市整備課道路工務係 電話（85）8600 

凡　　　　　　　　例

交通規制箇所

工事に伴う交通規制（湯本地内） 
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工事のお知らせ（小涌谷地内） 
 

小涌谷地内の水道管改良工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行いますので、大変ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。  

【場所】         

小涌谷地内        

（小涌谷駅付近）  

【期間】  

  令和６年１月上旬 ～ ３月上旬  

【交通規制】  

  昼間：車両全面通行止め（夜間開放）  

  ※交通誘導員の指示にご協力ください。  

【案内図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 上下水道温泉課水道工務係 電話（85）9569 

凡　　　　　　　　例

工事箇所
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家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」に登録しませ

んか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ることができます。  

また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けています。  

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1387 ランドセル  水色（女の子用）  普通 無料 

1390 液晶テレビ  
パナソニック製 24 インチ  

型版 TH－24Ｄ３００  
良い 無料 

 

譲ってください  

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2144 
猫用品 

(猫ボランティアで使用) 

ケージ、シート、  

フード等  
普通 無料 

2145 
ダイヤルカム  

（ミシンの部品）  

ジャノメ社製、  

品番６８０の付属部品  
普通 要相談 

 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 本情報は、町内在住者のみ有効となります。 

※ 希望の品物が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、環境課まで連絡

してください。その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行ってください。  

※ 問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してください。  

※ 品物の写真を下記アドレスまで送付していただいた場合、一緒に掲載します。より

品物の状態がわかるのでおすすめです。  

※ この情報はまちだより発行日と同日に町ホームページにも掲載し

ています。不用品交換が成立すると随時更新するので、ホームペー

ジも併せて確認してください。  

 

     申込・照会先 環境課環境政策係  電話（85）9565 

e-mail:web_kankyou@town.hakone.kanagawa.jp 

  

 

 

不用品交換情報 譲ります！ 

（１１月２４日現在）  

譲ってください!! 
 
 
！ 

譲ります 
 
 
 


